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サンデンが目指す安全衛生 

企業理念と安全衛生憲章 

安全、衛生、職場環境の向上を絶えず追
及し、そこに働く社員は健康で安全で、
安心して働ける快適な職場環境を実現し、
維持するために積極的に行動する 

社員のゆとりと豊かさを実現し、
安全衛生に配慮した働きやすい
環境を確保します 3 



活動体制 

伊勢崎本社 

安全衛生委員会 

中央安全衛生委員会 

東京本社 

安全衛生委員会 

赤城事業場 

安全衛生委員会 

八斗島事業所 

安全衛生委員会 

国内営業拠点１８拠点 関連個社 １６拠点 

非常勤産業医 ３名     常勤保健師 ３名 

活動推進の支援 

衛生管理者が中心となって活動展開 

 健康づくり 

 推進委員会 
 衛生管理者 

 専門委員会 

 健康づくり 

 推進委員会 

 衛生管理者 

 専門委員会 

衛生推進者 

4 



復職支援 取り組みの３本柱 

 関係者と問題を共有して事例の解決に取り  
  組み、会社の経営に寄不する 

 ・労働環境の変化、職場の現状を把握し、状況の変化に応      

        じ て、現実的に実施できる事を継続的に取り組む 

 健康の視点から、社員と会社の双方が 

  よりよい状態になるように支援する 

 社会資源を活用する 
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復職支援の取り組み過程 

２、第二段階 復帰後の支援 
復職後３ヶ月間で８時間勤務と通常の業務遂行レベル
を目指す 
・管理監督者への支援 
・公平性を保つための仕組みの見える化 
・ルール作りと復職ガイドライン作成 

１、復職支援体制作り 

・問題の把握と関係部門との共有 
・連携体制の構築  
・短時間勤務規定の導入 
・就業配慮の仕組みづくり 
・外部資源の利用（リワークの活用） 

6 



１、復職支援体制づくり  

休職の長期化・復帰後の再発 

１ー①職場・人事との問題の把握と共有  

(職場管理者の声) 
「休職してからの対応は人事へ任せている」 
「月に１度の届出が郵送されてくるだけで、本人と直接話して 
いないので状態は良くわからない」  
「病気になる前の状態まで回復してから復帰して欲しい」 

・関係者間の連携丌足。 

・関係者の役割が丌明確。休職中・復職の対応は人事まかせ  

・主治医の意見のみで復職判定 

・復職規定に基づき、全員が通常勤務で復帰 

・メンタルヘルス教育が未実施 
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１、復職支援体制づくり 

１ー②  

主治医 

社内関係者の連携強化 

社会政策室 労働組合 

本人 

保健師 

産業医 

上司 

事業所総務 

人事 健康保険組合 

外部契約 

カウンセリング 

社外 

新たな連携  
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１、復職支援体制づくり （04年～07年） 

１ー④ 短時間勤務規定の導入    

短時間勤務制度 導入（2005年） 

【人事との連携】 
・先行他社へ訪問し情報収集 

・現状の問題点と対策について話し合い 

⇒社長承認、労使協議で承認され規定へ 

休職 
８時間勤務 

短時間勤務（期間は3ヶ月を限界） 

この間で勤務状況、病状を確認 

期間内に完全復職が困難な場合には休職を命ずる 

４時間勤務 ６時間勤務 
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＜産業医意見書の作成と運用＞ 
◇産業医面談を実施し、復職にあたり必要な具体的な配慮事項を通知 

 管理監督者・人事担当者が実行計画を記載して、配慮を実施する。 

 

個人情報保護の取扱方の記載 

１ー⑥ 就業配慮の仕組みづくり 

１、復職支援体制づくり 
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外部資源の活用 ２００６年～リワーク利用開始  
群馬県職域メンタルヘルス交流会で情報提供  

１ー⑤ 外部資源の利用    

１、復職支援体制づくり 

引用資料 群馬障害者職業センター パンフレットより 
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１ー⑤ 外部資源の利用   

１、復職支援体制づくり 

・自宅療養中に出来ることには限界がある 

・個人でリハビリを継続するには大変な精神力が必要
⇒それらを支援するには保健師のマンパワーが丌足 

（休職中の社員の声） 

・散歩や図書館等に行こうと思うが、近所の目があり昼間は外出しにくい 

・昼食後に眠気に襲われるが、行く場所もなく、一人で家にいると我慢で
きない 

・自宅での読書、パソコン入力等、１人で毎日はなかなか継続できない 

リワーク利用の背景 
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１ー⑤ 2006年～2012年1月現在まで リワーク利用者１８名 
１、復職支援体制づくり 

保健師から見た職場復帰への効果～利用者との面談から～ 
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１ー⑤ 2006年～2012年1月現在まで １８名中１７名復帰 
１、復職支援体制づくり 

保健師から見た職場復帰後の効果～利用者との面談から～ 

リワーク利用に関しての主治医の理解も変化 
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１ー⑤ リワークと会社との連携 
１、復職支援体制づくり 

２００９年６月２６日 リワーク利用について合同会議開催 

（リワークカウンセラー・人事・保健師）  

 

◆利用者の事例について話し合い、どのような人にリワーク 

   支援が効果的なのか検討 

◆リワーク支援も利用について決め事を共有 

１．サンデンの窓口を１本にする 

２．サンデンでリワークを利用している人の人数・所属・利用期間など集約管理をする 

３．新規利用の場合、同じ事業所の社員の重複が最高2名までとし、事前にチェックして利用 
    の申込みをする 

４．新規利用の場合、サンデンの窓口よりリワークに連絡する。 

５．リワーク支援内容： 
  ①対象者・病気を抜け出しているレベル 

  ②利用期間・標準１３週間 ③目的・日常生活を整えること。 
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１、復職支援体制づくり （04年～07年） 

２００２年 → ２００４年 → ２００５年～ 

休職 休職 休職 

復職希望 診断書提出 復職希望 診断書提出 復職希望 診断書提出 

本人・管理者・人事 個
別面談や書面のみ 

本人・管理者・人事・保
健師面談 

本人・管理者・人事・保健
師面談 

リワーク支援 

（必要に応じて） 

必要時産業医面談 産業医面談 

産業医意見書発行 産業医意見書発行 

復職命令書 復職命令書 復職命令書 

短時間勤務 

通常勤務 通常勤務 通常勤務 

【新たな復職支援の流れ】 
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２、第二段階 新たな課題への対応 
 

復職後に発生した新たな課題 

（職場の声）「いつまで業務配慮の必要があるのか」 

「最初のうちは配慮できるが、長期間の業務量軽減の配慮はできない」
「本人は一人前の仕事をしていると思っているが、実際には半分以下の仕

事を不えていて、このままでは職場が困る」 

課題【通常勤務の判定があいまい】 

・勤怠だけで評価 

・業務遂行レベルについての就業評価をしていない。 

・本人に業務遂行レベルの目標を示していない 

同僚との間に丌公平感が生じ、働きにくくなる 

本人・職場双方にとって問題となる 

復職後３ヶ月間で８時間勤務と通常の業務遂行レベルを目指す 
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先行他社との比較 

復職後最終的には作業量と作業内容で通常勤務ま
で回復を求めている 

２、第二段階 新たな課題への対応 

人事と復職支援についての検討会を開催 

【改善策】 
 ◆管理職への支援強化 

 ◆制度、ルール、役割、支援体制の見える化 
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２、新たな課題への対応 

管理職への支援強化 

主治医 

社会政策室 労働組合 

本人 

保健師 

産業医 

上司 

事業所総務 

人事 健康保険組合 
外部契約 

カウンセリング 

社外資源 

新たな連携  

  

職業障害者 

センター 

県こころの健康
センター 

復職のキーマン
は管理監督者 
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 制度、ルール、役割、支援体制の見える化 

２、新たな課題への対応 
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通院・治療

診断書受理
長期不就労届提出

連絡状況報告

復職希望

復職願提出 復職願受理

職場復帰 声かけ・面談

診断書提出

情報共有

事業所総務課経由

情報共有・面談

１・３・５ヶ月面談

定期連絡の方法として本人と所属長は、月１回
の届出提出時に面談をする。

連絡 日程調整

復職可否面談 復職判定基準チェック

事業所総務課経由

復職命令書発行

短時間勤務･･･最長3ヶ月

短時間勤務
受け入れ

短時間
勤務

 

図１．八斗島事業所での対応フロー図 

面談などで体調や治療の状況などについて
話をする。 

体調や就業上の困りごとについ
て面談等で支援 

短時間実施計画書（案） 
休職・復職の流れ（見える化） 

生産事業所が中心になり作成・モデル運用中 

２、新たな課題への対応 

 制度、ルール、役割、支援体制の見える化 

21 



以上 

ご静聴ありがとうございました 
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